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国土審議会第４回首都圏整備部会 議事録 

平成２１年４月２７日 

 

 

【是澤大都市圏制度企画室長】  それでは、ただいまから国土審議会第４回首都圏整備

部会を開催させていただきます。 

 委員の皆様方におきましては、本日はお忙しい中ご出席いただきまして、どうもありが

とうございます。私、国土計画局大都市圏広域調整部政策課大都市圏制度企画室長の是澤

と申します。本日、部会長選出の手続までの間、私が司会を務めさせていただきますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 まず、会議の冒頭につきまして、本日の会議の公開につきまして申し述べさせていただ

きます。国土審議会運営規則第５条の規定により、国土審議会の会議は原則として公開と

することとされており、これは当部会にも準用されているところであります。したがいま

して、当部会でも、会議、議事録ともに原則公開することとし、本日の会議も一般の方々

に傍聴いただいております。この点につきましてあらかじめご了承くださいますよう、お

願いいたします。 

 議事に先立ちまして、お手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 まず、座席表、議事次第のほかに、資料が１から４までございます。そのうち、資料３

につきましては枝番がありまして３－１、３－２、それから資料４につきましては枝番が

４－１から４－３までございます。また、参考といたしまして国土審議会の関係法令もつ

けてございます。資料の不足がございましたらお知らせくださいますよう、お願い申し上

げます。よろしゅうございましょうか。 

 それでは、新しくご就任された委員の方々をご紹介させていただきたいと思います。 

 このたび、丹保憲仁委員、加藤裕治委員、山本栄彦委員の３名が辞任されまして、新た

に３名の委員にご就任いただいております。ご紹介させていただきます。 

 まず、東京大学大学院新領域創成科学研究科教授の横張真委員です。 

【横張委員】  横張でございます。よろしくお願いします。 

【是澤大都市圏制度企画室長】  続きまして日本労働組合総連合会副会長の西原浩一郎

委員でございます。 

【西原委員】  西原でございます。よろしくお願いします。 
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【是澤大都市圏制度企画室長】  また、神奈川県知事の松沢成文委員にもご就任いただ

いておりますが、本日はご欠席でございます。マリ・クリスティーヌ委員につきましては、

本日ご出席という連絡をいただいていますけれども、まだこちらに到着しておりません。 

 したがいまして、現在は委員の皆様１０名中６名にご出席いただいておりますので、本

部会の定足数を満たしておりますことを念のため申し添えます。 

 委員の皆様におかれましては、本部会の運営につきましてご協力を賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

 それでは、議事次第の２番目でございますけれども、部会長の互選をお願いしたいと存

じます。国土審議会令第３条第３項の規定に基づき、部会長は部会に属する委員及び特別

委員の方々から互選していただくことになっております。いかがいたしましょうか。 

【大河原委員】  部会長につきましては、首都圏の整備について幅広いご見識をお持ち

の秋草直之委員にお引き受け願えばと思っておりますので、いかがでしょうか、ご提案申

し上げます。 

【是澤大都市圏制度企画室長】  ただいま大河原委員から、秋草委員に部会長をという

ことをご提案いただきましたが、皆様、ご意見はいかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【是澤大都市圏制度企画室長】  ご異議ないようでございますので、秋草委員におかれ

ましては部会長をお引き受け願うことといたします。 

 それでは、秋草委員、部会長席にご着席くださいますよう、お願い申し上げます。また、

これ以降の議事運営は部会長にお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

【秋草部会長】  ただいま部会長に選任されました秋草でございます。 

 委員の皆様方のご協力をいただきまして、円滑な議事の進行に努めてまいる所存でござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

 続いて、国土審議会令第３条第５項の規定に基づきまして、あらかじめ部会長代理を指

名させていただきたいと存じます。 

 それでは、まことに恐縮でございますが、引き続き内藤委員に部会長代理を務めていた

だくようお願い申し上げます。内藤委員、よろしくお願いいたします。 

【内藤委員】  内藤でございます。よろしくお願いいたします。 

【秋草部会長】  初めに、開催に当たりまして、国土交通省の川本国土計画局長より一
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言ごあいさつをお願いいたします。 

【川本国土計画局長】  国土計画局長の川本でございます。 

 国土審議会の首都圏整備部会の委員の皆様には、平素から私どもの行政につきまして多

大なご支援・ご協力をいただいておりますことを、まず初めに御礼申し上げたいと思いま

す。また、秋草委員には、部会長ご就任、大変ご苦労さまでございます。よろしくお願い

いたします。 

 さて、私ども国土計画局のメーンの仕事であります国土政策の基本的な方針を示します

国土計画につきましては、昨年７月４日に国土形成計画の全国計画が閣議決定されました。

その後、各ブロックごと、東北から九州までの８つのブロックに分けましてそれぞれ広域

地方計画を策定するということで、各県知事さんや政令指定都市の市長さん、さらには経

済界の代表の方々にご参画いただきまして、各ブロックごとに協議会で、現在、そのブロ

ックの計画の策定作業が行われているところでございます。 

 ブロック計画につきましては、本年８月を目途にいたしまして最終的な決定をいたした

いと考えているところでございますが、本日は、この首都圏部会におきまして策定の状況

等もご報告させていただきたいと思っております。委員の皆様にも、ご支援、ご指導のほ

どをお願い申し上げたいと思います。 

 また、私ども、全国計画の決定を機にいたしまして、それを具体的に、あるいは具体化

をしていくという観点から、国土審議会の中に先般、「政策部会」という部会を新たに設置

いたしたところでございます。政策部会におきましては、国土計画を実現するため、具体

化するために必要な事項につきまして適宜テーマを選んで議論をし、政策提言をいただく

ということを考えているところでございますが、当面、その一つといたしまして、ブロッ

クの自立・成長のための政策というものをどのように組み立てていくのかという議論をス

タートさせたいと考えておりますが、この点につきましては、首都圏、近畿圏、中部圏と

いう大都市圏の部会にも関連する事項でございますので、政策部会と本首都圏整備部会、

さらには近畿圏の整備部会、中部圏の整備部会の４つの部会の下に置くという形で委員会

を設置いたしたいと考えているところでございます。 

 ここにおきましては、これまで既に私のもとで研究会を設置して議論をスタートさせて

おりますが、経済構造、産業構造が変わる中で、これまでのような工場等の製造現場を地

方に引っ張ってくるという政策にかえて、より付加価値の高い部門というものをいかに地

方に根づかせることができるのかという議論を中心にして、各省にまたがるような横ぐし
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の議論をしていただきたいと考えております。首都圏整備部会にも大いに関係する部分で

ございますので、委員の方々にもいろいろご指導いただきたいと考えている次第でござい

ます。 

 さらに、この首都圏整備部会などの３圏部会につきましては、ご案内のとおり昭和３０

年代にできました首都圏整備法や近畿圏整備法といった大都市圏立法を受けとめる形で部

会が設けられておりますが、こういった既存の大都市圏制度そのものの見直しをこの委員

会の中で行っていきたいと考えているところでございます。広域地方計画という形で全国

８ブロックに分けた計画が策定される一方で、首都圏において、あるいは近畿圏、中部圏

においては、別途建設計画等が策定されるといったような事態でいいのかどうか、その辺

の整合性をどうとるのかといったあたりも、この委員会では議論をしていただきたいと考

えております。 

 いずれにいたしましても、私ども、政策全般の見直しにも関係する部分でございまして、

幅広いご議論を賜りたいと考えております。ぜひ引き続きのご支援をお願い申し上げまし

て冒頭のごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。 

【秋草部会長】  ごあいさつとご方針をいただきまして、ありがとうございます。 

 それでは、本日の議事に入らせていただきます。 

 お手元の議事次第をごらんください。本日の議題は２つありまして、１つは「広域自立・

成長政策委員会の設置等について」、もう一つは「首都圏広域地方計画の策定状況について」

の２点でございます。 

 このうち、「広域自立・成長政策委員会の設置等について」は、先日の国土審議会におい

て新たに設置されました国土審議会政策部会と、首都圏、近畿圏、それに中部圏整備部会

の４つの部会のもとに新たに委員会を設置するという調査審議事項でございます。２つ目

の議題であります「首都圏広域地方計画の策定状況について」は、報告事項でございます

ので、よろしくお願いします。 

 それでは、まず第１の議題であります「広域自立・成長政策委員会の設置等について」、

事務局から説明をお願いいたします。 

【是澤大都市圏制度企画室長】  それでは、資料３－１及び資料３－２を用いまして「広

域自立・成長政策委員会の設置等について」をご説明申し上げます。 

 まず、資料３－１をごらんいただきたいと思います。 

 ここに新たな委員会の趣旨、検討事項を書いてございますが、趣旨につきましては、先
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ほど川本局長及び秋草部会長が説明されたような内容が書いてございます。 

 簡単にご説明いたしますと、国土形成計画の全国計画が、昨年、閣議決定されまして、

現在、各ブロックで広域地方計画の策定が進んでいるというところでございます。 

 その中で、一極一軸型の国土構造の是正が大きな課題となっておりまして、そういう状

況の中で地方圏につきましては、ここに書いてございますように、地方の地域の大学を卒

業してもそういう優秀な人材が地域から流出しているという状況が続いているというよう

な現状認識がございます。 

 もう一つのテーマであります大都市圏につきましては、先ほど説明がありました昭和３

０年代に、当時の急激な人口流入を背景にしまして、中心部における人口・産業の集中抑

制、それから圏域内での受け皿整備という、そういう首都圏整備法の体系ができてまいり

ましたが、当時から大きく社会・経済状況は変化したところでございます。 

 このような状況の中で、全国計画で目標とします多様な広域ブロックの自立的発展、そ

れから東アジアとの円滑な交流・連携による成長の促進を図るための政策を実現していく

ことが必要であるということでございます。このため、政策部会、それから首都圏・中部

圏・近畿圏の３つの整備部会、合計４つの部会のもとにこの委員会を設置するということ

をご提案申し上げたいと思います。 

 検討事項でございますが、大きく２つございます。 

 １番目が、先ほど申しました広域ブロックの自立的発展、そのためにそれを支える産業・

都市の成長政策ということでございます。ここの中ほどに書いてございますけれども、東

京圏以外の地域において付加価値の高い戦略企画機能とか、研究開発拠点、それから外国

企業のアジア拠点など、そういった拠点機能の展開や企業の創出・成長を促進して国際的

な優位性を有しつつ地域経済の核となる企業が成長して集積するために必要な都市・産業

に関する成長政策を提言するということが１つ目の検討事項でございます。 

 ２つ目でございますが、大都市につきまして昭和３０年代から大きく状況が変わってお

りまして、現在の状況の中で大都市圏制度についての今日的な意義について検証を行いま

して、今後の人口減少、高齢化、社会における広域的な観点や国際競争力確保の観点など

から大都市圏政策あるいは制度のあり方について提言をしていただくことを大きく２つの

検討事項として考えてございます。 

 それから、下の３番目の「その他」にちょっと書いてございますが、実は平成１８年に

この首都圏整備部会及び近畿圏整備部会、中部圏整備部会のもとに大都市圏制度調査専門
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委員会を設置していただきまして、ご報告を１８年にいただいております。後ほど概要は

説明いたしますが、今回の新たな委員会の設置にあわせましてこの１８年の専門委員会に

ついては任務を終了したので、これを廃止することとしたいと考えております。 

 ２枚ほどおめくりいただきたいと思います。 

 Ａ４横になってございますけれども、これは今説明しました、左側が従来の体制、右側

が今後の体制を比較したところでございます。国土審議会の下に、４月２１日の国土審議

会により政策部会が新たに設置されました。その政策部会と、それから首都・近畿・中部

３つの整備部会、４つの部会のもとに、ご提案申し上げています「広域自立・成長政策委

員会」を設置するということでございます。それとは別に、政策部会のもとには集落課題

の検討委員会も設置するということでございますけれども、これは首都圏整備部会の下に

は直接には設置されないという関係にございます。 

 次のページをお開きいただきたいと思います。 

 先ほど申しました検討事項の２つ目の、特にこの首都圏整備部会に関係する成熟社会に

おける大都市圏政策のあり方の検討について、どういうふうな検討をしていくかというこ

とを、簡単に概要を説明申し上げたいと思います。 

 平成１８年の専門委員会の報告の中では、人口・産業の集中抑制、圏域内の受け皿整備

の観点からの現在の政策区域制度につきましては、その役割が縮小してきたと。この政策

区域の見直しについて最終的な結論を得るためには、これにいろいろな関係する制度がご

ざいますので、その関係する制度・部局との調整等がなお必要であると、そういうご報告

をいただいております。 

 そういったことを踏まえまして、この間、行政内部でもいろいろ検討してまいりました

が、今回の「広域自立・成長政策委員会」におきましては、大都市圏制度のあり方に関し

て、まず１つ目、現行の大都市圏制度について今日における制度目的や手段の妥当性など

を検討する、２つ目、新たな政策課題について現行諸制度の対応状況や新たな対応の必要

性を検討する、というふうにいたしたいと思っています。 

 下のほうに具体的な検討事項を書いてございますが、現行の大都市圏制度の検証につき

ましては、今説明しましたように総合的な大都市圏整備のあり方、工業機能の配置、広域

的緑地の保全、こういったことについて、現行の大都市圏制度で位置づけられてございま

すけれども、こういったものを検証していくということを考えているところでございます。 

 それから、新たな政策課題の検討につきましては、１８年の大都市圏制度の調査専門委
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員会の報告を踏まえ、新たな政策課題としてどのようなものが考えられるかということを

検討してまいりたいと思いますが、次のページにＡ３の縦長で、ちょっと前後して恐縮で

ございますけれども、平成１８年の専門委員会の報告の概要でございます。 

 政策区域制度につきまして「見直しの方向について」という２番目のところにつきまし

ては、ただいま説明しましたように、ちょっとオレンジの楕円形のところでございますけ

れども、「人口・産業の集中抑制、圏域内の受け皿整備の観点からの現行政策区域制度の役

割は縮小」したという整理になってございます。 

 それから、新たな課題につきましては、３の「今後の大都市圏に係る政策課題の整理、

制度設計に向けた検討の視点」の（１）に幾つか例示が書いてございますけれども、最初

の丸でございますが、従来の人口・産業の集中抑制・分散のための合理性等は低下してい

るものの、郊外部の土地利用の転換だとか、集約型の市街地形成・大規模災害対応、大都

市中心における魅力ある空間形成、国際的・基幹的インフラ整備、こういったものが新た

な課題ということで１８年の専門委員会でご報告いただいたところでございまして、この

ようなものを含めまして今後どのような新たな課題があるか、それに対してどのような対

応をしていくかということを、委員会として検討していきたいと考えているところでござ

います。 

 それから、この「広域自立・成長政策委員会」の、ちょっと前後しますが、１番目の検

討課題でございます広域ブロックの自立・成長の課題につきまして、資料３－２によりま

して説明申し上げたいと思います。 

 これは、主に首都圏というよりは地方圏の課題が中心でございますが、ちょっと簡単に

どういった状況かを順番に説明してまいりたいと思います。 

 まず、１ページをお開きいただきたいと思います。 

 地方圏の大都市圏につきましては、相変わらず大都市圏、特に東京圏への人口の純流入

が転入超過という状態が続いておりますが、それを時代とともに年齢階層別にどういうふ

うになっているかというものをあらわしたものがこの図でございます。 

 特徴といたしまして、東京圏はいずれにしても全体として転入超過でございますけれど

も、かつてこの真ん中あたりでございますけれども、２０代の年齢階層につきまして、か

つては東京圏からの流出という状況がございました。このグラフの下のほうに突き出てい

る部分が流出でございますけれども、これが最近の傾向としまして少し上のほうに出てく

るようになった、すなわち、転出超過から転入超過に変わってきたという状況がございま
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す。 

 次のページ、済みません、１ページお開きいただきたいと思います。 

 こういったことの背景としまして、地方の大学を卒業した優秀な人材が地方から流出し

続けているのではないかということが考えられるわけですが、次のページは地方の国立大

学を卒業した人が首都圏など県外へどのように流出しているかをヒアリング等で聞き取り

調査したものでございます。 

 概要といたしましては、地方圏におきまして例えばおおむね、左側の図でございますけ

れども、地方の大学を卒業しても県外へ流出する数が非常に多く、県内にとどまるのは３

割から４割程度という状況でございます。右側に幾つかの大学で聞き取りましても、やは

り県内の就職は２割とか３割で、多くは東京のほうに就職しているという状況がございま

す。 

 続きまして３ページでございますけれども、それでは地方圏の大都市圏でどのような就

業構造に違いがあるかというものを説明するためのものでございますけれども、左側のグ

ラフにございますように、やはり大都市圏におきましては、事務・技術・管理関係業者の

割合が高いと。他方、地方圏におきましては、生産・運輸関係業者の割合が高いという状

況でございます。それから右側でございますけれども、こういった管理・事務・研究者と

生産労働者の賃金の格差は従来から開いておりますが、最近、ますますその拡大傾向にあ

るということがこれで見てとれるかと思います。 

 続きまして４ページでございますが、では、外国企業はアジアの中でどういうふうなと

ころに拠点を置いているかを、これはアメリカの雑誌である『フォーチュン』の「フォー

チュン５００」に基づいた調査の概要でございますけれども、製造拠点につきましては、

やはりコストが非常に低いということで中国に非常に数的に圧倒的に多いと。研究開発拠

点になりますと、中国だけでなくて日本のウエートも非常に増えてくるわけでございます。 

 ところが、一番右側でございますけれども、ではそういった「フォーチュン５００」に

リストされているような大企業が、ではアジアの中でどこに地域統括拠点を置いているか

というと、非常に割合としてはシンガポール、香港が圧倒的であるというような状況にご

ざいます。 

 続きまして５ページでございます。 

 それでは、地方圏で世界レベルの地方企業は全く育っていないのかと申しますと、必ず

しもそうではなくて、ここでは四国の例を取り上げてございますけれども、これは四国の
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経済産業局の調査によるものでございますが、ここにいろいろ挙げられていますように、

日本一あるいは世界一のシェアを占める企業が、日本一のシェアについては９９社とか、

世界一のシェアを占める企業としては１２社ありまして、やはりその潜在力は高いと考え

られるところでございます。 

 この中では、例えば有名なものとしましては、香川県などで１８番目にリストされる日

プラ、これは水族館のアクリルパネルなどの生産で世界一のシェアを誇るところでござい

ますし、右側のほうで徳島のところでは、発光ダイオードで有名な１１番目でございます

日亜化学、これも世界一のシェアを占める、こういったナンバーワン、オンリーワン企業

が地方にもしっかり存在しているという状況が見てとれるかと思います。 

 次に６ページでございますけれども、それでは、企業の、特にどういう企業が地方で成

長しているか、ベンチャー企業という観点から少し整理したものでございます。 

 左側のグラフでは、１万社当たりのベンチャー企業数ということで各圏域を比較してい

ますけれども、当然、大都市圏は非常に数が多いわけですが、見ていただくとわかります

ように北陸圏とか四国圏でもそれなりの数のベンチャー企業が生まれてきているという様

子がわかるかと思います。 

 そのようなベンチャー企業が抱える課題はどういったものがあるかを、右側に幾つか整

理してございます。特に人材の獲得・活用でありますとか、営業・販売強化、これは上の

ほうのグラフで一番左側でございます、ということが課題になってございますし、そうい

ったベンチャー企業の弱みとしましては、下のほうのグラフでございますけれども、真ん

中ほどでございますが、同じく人材の問題、それからブランドとか信頼の問題、それから

市場調査・企画、こういったところが弱みであるというふうに考えられるところでござい

ます。 

 以上、簡単でございますけれども、広域ブロックの自立・成長の課題について説明いた

しました。 

 以上で１番目の議題であります「広域自立・成長政策委員会の設置等について」の説明

を終了させていただきます。 

【秋草部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまから、説明のありました議題に関しましてご質問あるいはご意見が

ございましたら、ご発言をお願いいたします。 

 どうぞ、西原委員。 
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【西原委員】  １点、要望と、それからあと、ちょっと意見で申し上げたいところがあ

るのですが、要望の関係につきましては、広域地方計画の策定に当たりましては、これま

で以上に国民といいますか、いわゆる地域の住民の方、多様な主体が参加できるような仕

組みがかなり工夫されているなとは考えておりますけれども、これは引き続きちょっとよ

り積極的に、特に地域の住民の皆さんの意見反映というものがより積極的に進められるよ

うに、また、これまで以上にちょっと一工夫も二工夫もお願いできればと思っています。

各主体の理解と合意というものがやはり大きなポイントになると思いますので、そういっ

た点について、ひとつ要望として申し上げたいと思っております。 

 それから、今、このご説明いただきました課題のところで、特に「東京圏への人的資源

の集中」、あるいは「地域定着」の問題等々がありましたけれども、この点について少しち

ょっと意見を申し上げますと、やはり大きなポイントは良質な雇用の場で、これとあわせ

て人材開発といいますか、職業能力開発というものを各地域の中でどれだけ強化していく

のかということがひとつ大きなポイントになろうかと思います。 

 今、国の制度の中でも、トライアル雇用、あるいはジョブ・カード制度等々、さまざま

な施策が展開されておりますけれども、職業能力開発が各地域ごとのそれぞれのまちづく

り、地方の中でのどういった戦略的な産業を育成していくのかということと職業能力開発

というものをどうリンクさせて、かつ職業紹介にどうつなげるのか、その大きなポイント

はやはり、例えばジョブ・カードとか、先ほど申し上げましたトライアル雇用等々ですね。

これはほかの省庁の関係が中心になっておりますけれども、こういったところをやっぱり、

先ほど言われたように横ぐしの部分で特に強化していく必要があるのではないか。こうい

った中で、やはり人材の育成と、それから良質な雇用、それは最終的には地域の活力とい

うことにつながっていくと思います。この点を少し強化するような方向でご検討いただけ

ればありがたいと思っております。 

 以上でございます。 

【秋草部会長】  ありがとうございました。 

 何かございます？ 

【是澤大都市圏制度企画室長】  １番目、広域地方計画に関しましては、後ほど首都圏

の広域地方計画の策定状況も説明するところでございますので、ご要望は賜っておきたい

と思いますが、また後ほどそれについてはご議論もあるかと思います。 

 ２番目の「良質な雇用の場」ということですけれども、先ほど、我々が広域ブロックの
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充実ということで非常に人材が地方から流出しているというのに着目していまして、その

人材が地方に定着するためには、やはり雇用開発だけではなくて、むしろ我々として付加

価値の高いような雇用の場が形成されると。そのためには、企業だけではなくていろいろ

な研究開発機能だとか、そういったものと一緒に考えていかなければいけないということ

を考えていますので、広い意味での人材の地方で人材育成していくということはこの中に

入ってきているかと考えるところでございます。 

 今、西原委員がおっしゃったように、各省庁で個別にやられている施策そのものにつき

ましては、それぞれのところで検討が進められているのではないかと認識しているところ

でございます。 

【西原委員】  ぜひお願いしたいのは、いわゆるトータルのコーディネート機能の中で、

いわゆる地場伝統産業、あるいは付加価値のというのも、もちろんそういった産業もそう

なんですけれども、そういった、どういった産業を強化していくのか、それに対応できる

人材をどういう形で育成していくのか、そこをどうマッチングさせていくのか、そういう

トータルなコーディネート機能はやっぱりどうしてもこの計画の中に必要だと思っていま

して、そういった観点でのご尽力をひとつお願いしたいということで申し上げておきます。 

【秋草部会長】  局長。 

【川本国土計画局長】  今、西原委員からお話しの問題意識はご指摘のとおりで、私ど

もも地域の活力というものを考えるときには、今、事務局からご説明しましたように地域

の人々がそこで雇用されるような雇用の場が非常に大事だと。そういう雇用の場の提供と

いう場合には、そこで雇用される人の開発、人の育成という部分も非常に大事だという議

論をしておりまして、それぞれの各地域で、自治体と、それから経済界、それから大学・

教育機関といったようなものが一緒になって、地域の育て方、それから人の育て方という

ものを議論していく場が、多分、必要になってくると。そこをマッチングさせていく努力

が必要だと思っておりまして、縦割りの施策ではなくて、横ぐしにそれぞれの格好で全体

をトータルで施策が講じられるような場というものを私どもとしてはつくっていきたいと

思っております。 

【秋草部会長】  よろしゅうございますか。 

【西原委員】  お願いします。 

【秋草部会長】  私のところは製造業で、地方にも工場をもっているのですが、その地

域の工業高校やいろいろな大学、あるいは高専などと、意外にリンクしていないのが実態
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です。例えば地方に半導体工場がありますが、関連するコースがある学校があるのであれ

ば、その地域の中で人材を吸収できるのですが、実際のところは全然リンクしていません。

文科省の所管かもしれませんけれども、産業と教育をリンクする仕組みがうまくできたら、

もっと人材育成がスムースにいくような感じがしています。貴重な意見として参考にさせ

ていただきたいと思います。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 クリスティーヌさん。 

【クリスティーヌ委員】  先ほどの海外との、「アジアにおける」ということなんですけ

れども、シンガポールに非常に企業が多く海外から行っている一番の理由は、やはり非常

に大きな財政優遇をしてくれる国であるということが一番大きなシンガポールの利点だと

思うんです。 

 私も、ヨーロッパの企業のコンサルティングも今やっているんですけれども、わざわざ

自分の拠点までシンガポールに移して、それで会社をシンガポールの会社として営もうと

している人たちがいるということは、シンガポールは非常に魅力的な施策をつくっている

からであって、これは財務省の仕事なのか、経済産業省の仕事なのかわかりませんけれど

も、そのような税制優遇措置をもっときちっと企業にとって日本が魅力的な国にしてさし

あげることによって日本にもっとまた戻ってくるのではないかと思うんです。 

 それと、研究開発もそうなんですけれども、今、まだ日本は３４で、中国は３９％の中

で、日本は、非常に研究はすばらしくすぐれているんですけれども、今、それこそ部会長

がおっしゃったように、文部科学省の問題ではないかということのもう一つの問題は、お

そらく英語教育が日本の学校の中でもっときちっとされていないと、研究開発を幾らして

も、海外にそれをちゃんと発表することができないんですね。 

 私もコンサルをやっている中で一番感じますのは、こんな簡単なつなげ方ができるのに、

今まで外国の方がこの企業に行かなかった一番の理由は、結局、英語というか、語学とい

う大きな壁と、もう一つは、文化通訳までも私がしなくてはならないような状況があるわ

けなんですけれども、日本の方はとにかく断るときでもにこにこ笑いながら断られるのは

何だと、私、怒られるんですね。断るのなら、もっと怖い顔をして断ってくれればもっと

こっちも理解しやすいのに、最初から嫌なのに、「じゃ、話を聞きましょう」と言われれば、

自分の時間の無駄であるという。ですから、やはりもっと外国の文化をきちっと知った上

での交渉事もすごく重要でありますし、あとは海外の方々にも日本のシステムとか日本の
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やり方がもっと透明性があってわかりやすくしてさしあげることも、もっと日本に人々が

来てくれることになるので、これは国土交通省の仕事かどうかはわかりませんけれども、

そういう大きな壁があるわけなんです。 

 それともう一つは、この人材のお話なんですが、最近、アメリカのカリフォルニアのサ

ンフランシスコでは、サンフランシスコを中心として半径３００マイルというところを自

分たちの、ある意味で「食事圏」というんですかね、自分たちがこれから食べ物を食べて

いく上において３００マイル以内で全部済ませていくことによってカーボン・マイレージ

が減るということが１つと、あともう一つは、自分たちの身近にどんなものが育っている

かということがわかることによって、どういう肥料が使われているのかとか、どのような

製造で物ができているかということを身近なところで感じるために、それを始めたのです。

そして、環境と環境の中で働いている方々に対して新しい職種をつくって、それこそ「事

務」「技術管理」と、あと「生産」を分けるのではなくて、もう一つ、ブルーカラー・ワー

カー、ホワイトカラー・ワーカーがあるんだとするならば、「グリーンカラー・ワーカー」

を今度アメリカでつくり始めたのです。 

 この「グリーンカラー・ワーカー」というのは、環境というのは新たな産業でもあるわ

けで、その環境に付随する、例えばそれこそ上下水道の完備であっても、それはやはりグ

リーンカラーな仕事であり、環境にとってとても大事なことでもありますし、あと、清掃

することもグリーンな産業でもあるわけですし、リサイクルできる仕事も新たな産業がこ

れから日本にもっともっと出てくる中で、グリーンカラーな産業という新たな産業を日本

が、もしアメリカのそういう言葉をかりてもいいのだったらば「グリーンカラー・ワーカ

ー」という形で新たなくくりを、この「事務」「管理」「生産」に当てはまらないところ、

また、もしかしたら「事務管理」と「生産管理」もそこにも当てはまるような形での新た

な誇りを持てる一つの産業をつくることがすごく大事だと思うんです。 

 おそらく生産のほうに若者たちが行きたがらないのは、これだけ勉強してそれで何で私

たちが農業で働かなければいけないのだとか、何だか彼らにしてみれば、自分たちがいい

仕事についていないというふうに思われるかもしれませんけれども、アメリカやヨーロッ

パに行けば、農業って立派な産業であり、そして「ジェントルマン・ファーマー」と言わ

れるぐらいにほんとうに大事な仕事であるということをもっと日本人に認識させることが

重要だと思いますので、そういう意味で誇りを持てるような環境をつくっていく上におい

て、若者ももっときちっと自分たちの地域にもう一度戻るか、またはとどまるかしていた
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だけるのではないかと思うんです。 

 そんなようなことで、委員会ができるということはすごく私は大事なことだと思います

ので、ぜひやっていただきたいのですが、ぜひ女性の委員を多く増やしていただきながら

やっていただけるとなおいいのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【秋草部会長】  貴重なご意見、ありがとうございます。 

 ３つあると思いまして、最初はシンガポールのようにいろいろなインセンティブで企業

を誘致するやり方、２番目が英語教育というか、文化教育というか、その問題と、あと最

後は「グリーンワーカー」という新しい提案だと思いますが、これはどなたか。 

【是澤大都市圏制度企画室長】  簡単にちょっと事務的に――済みません。 

【川本国土計画局長】  インセンティブの議論については、おそらくシンガポールの魅

力というのは、土地の税制優遇の問題、それからまちの魅力の問題、それから地政学的に

見てやっぱり交通的に非常に便利だという問題、幾つかポイントが企業の側から見てある

のだと思われます。 

 まるきりそのまま、まねをできるわけではないのですが、我が国でもそれに近いことは

できるところは多分あるはずですし、シンガポールにない魅力という部分も日本のある程

度地方の中心都市あたりではありそうだと考えていまして、トータルでそういったものを

どうやってつくっていくのかということだと思っています。 

 とりわけ、非常に私どもの中で研究会でいろいろ指摘がありましたのは、アメリカなど

では企業誘致は――アメリカの田舎のほうの州ですね、企業誘致をやるのは州政府だけで

はなくて、州の経済界、特に電力会社あたりがやっぱり電力の売り先がなければいかんと

いうので必死になってやると。企業側のニーズを聞いて、それに対応して人をどうやって

とってくるのか、それから従業員にどういう住環境を提供できるのか、さらには企業自体

についてどういう税財政上の優遇措置が必要なのかといったあたりをトータルに提言・提

示をして、州政府とタイアップして企業を引っ張ってくるというようなことをやっておる

ようであります。今までの各自治体のそういった動きや個別の取り組みだけではなくて、

もう少し民も入った形でトータルにインセンティブを与えていくことが必要ではないかと

思っています。 

 それから、語学教育の話は、私どもがやっております研究会の中でも随分話題になりま

した。海外から企業を呼んでくるというようなことも考えます。あるいは、日本の企業が

海外に出て行くことを考えましても、ある程度言葉の壁なしにコミュニケーションができ
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るということでないと、非常に難しかろう。それも少し時間のかかる話ですけれども、や

っていかないといかんのではないかと思っています。 

 最後の「グリーンカラー・ワーカー」の話につきましては、私も今日おもしろいなと思

いまして、少し勉強してみたいと思います。 

【秋草部会長】  ありがとうございました。 

 何か補足がございますか。よろしいですか。 

 このインセンティブの問題は、多分、それぞれの地方行政の問題、シンガポールは国だ

と思いますけれども、という感じがします。私ども製造業は、県あるいは市によっていろ

いろなインセンティブをいただいてございます。 

今年の初め、中国に行ってきました。中国ではＩＴ特区をやっている地域が３つぐらいあ

るのですが、その中の１つに招待されて行ってきたところ、土地はただでいいよと。建物

は安くつくりますと。地方の大学の先生が出てきて、こういう共同研究をやってくれます

とか、道路は既にできていますとか、その地域が「寄ってたかって」と思わず言いたくな

るような提案をしてきました。まさに地方の熱意という感じがしました。もちろん国のサ

ポートは必要だと思いますけれども、日本の場合には県あるいは市によって随分ばらばら

なところがあって、それは競争社会だからしようがないのでしょうけれども、もっともっ

と考える必要があるという感じが個人的にはしております。 

 語学の問題は、私はまさに長い間やっていながら全然だめで、特に会議などに行きます

と、もう黙って下を向いているわけで、申しわけないんですが。 

 内藤委員、どうぞ。 

【内藤委員】  今、地方自治体の話が出てきましたが、「地域の自立・成長」と考えたと

きに、民間のいろいろな諸活動の支援とか、そういったことをまず考えるのかもしれませ

んが、地方自治体の役割は非常に重要だなと思います。地方自治体の、特に首長さんをで

きるだけ参加させるというか巻き込む形での議論が欲しいなと。市町村長といった場合、

最近は随分、民間の方が市長などになっておりまして、なかなか民間のセンスで地方自治

体を運営していると。非常におもしろい市長さんがたくさん出てきているように思うんで

す。 

 それから、最近、市町村合併が進みまして、自治体、市町村レベルですが、随分さま変

わりしてきまして、幾つかの自治体を一緒にする。多いところでは１０くらいの自治体が

一緒になって１つの新しい市になるとか、そんなことで、新しい市長さんは今後の市の運
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営について合併を機にいろいろ知恵を絞ったり、いろいろ考えたりしているので、その辺

で市町村の首長さんを議論に巻き込むことがひとつ重要だなと思うことと、あとは市町村

の職員ですね。 

 これは自治体が一番悩んでいるところかもしれませんが、やっぱり地方自治体が地域の

活性化に果たす役割が大きいとしますと、市町村職員の、合併を機にしてということもあ

るかもしれませんが、職員の資質の維持・向上を図るための教育とか、研修とか、交流で

すね。交流というのは、自治体間の交流もあるし、民間との交流もあるかもしれませんが、

そういったことをいろいろやって、地方自治体の職員の活性化ということが将来の地域の

自立・成長のためにも非常に意義があると思いますので、そんなことも検討の過程では議

論いただきたいことだと思います。 

 以上です。 

【秋草部会長】  ありがとうございました。 

 ほかにご意見ございませんか。 

【阿部委員】  地方自治体の話が出ましたので申し上げさせていただきます。 

【秋草部会長】  はい、阿部委員、お願いします。 

【阿部委員】  今、内藤委員がおっしゃったのはそのとおりです。実際にそれぞれやっ

ていて結構難しいわけで、企業誘致などで税金を負けたり色々やるのですが、そこから先

の戦略が必ずしも無いんです。 

 それが一つと、それからもう一つは、国際競争力ということになると、ある程度広域単

位で戦略的にやっていかないといけないということで、県の役割が非常に大きくなってく

るんです。川崎はそういう意味では大変恵まれておりまして、今、この４ページの図を見

ていて、まさにこれは川崎の姿だなと思って見ていたわけでございまして、大手の企業が

たくさんありますし、中小企業もたくさんあって、ものすごく研究開発が盛んになってお

ります。ここのところ、大手企業の研究所の集約が進んできておりまして、川崎発で色々

なものが出ていっているんです。 

 もう一つ、今、力を入れておりますのは環境ビジネスです。環境技術については、川崎

は公害のまちであったので、他の都市と比べて一歩先に公害対策に力を入れてきておりま

すので、そういう技術が、今、中国など、アジアに売れるような状態になってきておりま

す。 

 それともう一つ、将来のターゲットとしては、中国を対象に考えると、やはり福祉産業
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です。これから中国で高齢化が進むと、日本の１０倍の人口がありますから、高齢者も１

０倍になります。日本は今、福祉関係の機材類は、ヨーロッパ等々の高い物を買っていま

すが、川崎の中小企業で作れば５万円か１０万円でできるベッドが３０万円程度で入って

きて、とてももったいないと思っています。ですから、そんなところにも力を入れており

まして、それが少しずつ、今、広がってきております。 

 それから、環境ビジネスでは、香港の地域統括拠点機能をうまく活用しようということ

で香港政府と提携しています。というのはどういうことかと言うと、日本の企業が中国に

直接入っていっても、なかなか売れないんです。コストが高過ぎてなかなか入らないのと、

向こうに技術者があまりいないというようなことで。そこで、香港がクッションになって、

香港と合弁企業を作り、香港である程度スクリーニングしてもらう。そうすると、深圳と

か広東の方に入っていってコストダウンもできるというようなことで、これを上手に活用

しようと思っています。ただ、日本に地域統括拠点機能をもってきて、アジア諸国と日本

で高度な技術をうまく調整していくのは、なかなか日本の国内においては難しいのではな

いかと思います。と言うのは言葉の問題もありますし、日本の技術がちょっと進み過ぎて

いるので、その辺のところはよく考えていかないといけない。ある程度、香港とかシンガ

ポールの統括機能をうまく活用しながら戦略を練っていった方がいいのではないかと私は

思っております。 

 それからもう一つ大事なのは、飛行場とか港湾です。東京湾にこれだけ立派な港があり

ながら、アジア諸国の港湾に競争で負けている状態になっていますし、飛行場も、今度、

羽田空港が再国際化ということで大変期待しているんですけれども、日本の飛行場の拠点

機能は弱いわけです。ですから、全体としての国際競争力をどう高めていくかということ

と、それぞれの地域がその役割をどういう具合に分担していくかということをもうちょっ

と整理してもいいのではないか、そんな気がいたしております。 

 みんな一律に統括機能をもってくるとか、あるいは工場誘致でと言っても、そう簡単に

いかないと思います。その辺のところは相当工夫して考えていかなければならないと思い

ます。 

【秋草部会長】  ありがとうございました。 

 大河原さん。 

【大河原委員】  この「広域自立・成長政策委員会」というのは、これは趣旨も結構で、

検討事項も非常に興味深い項目が並んでいると思っております。ただ、検討した結果を非
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常にうまく外に伝えてほしいという気がいたしております。こういう委員会で出てくる報

告書は非常に硬くて、行政の政策形成を支援する資料としてはいいのかもしれないですが、

例えば大学院生とか学生が読んでも楽しいとか、あるいは、内藤委員から今お話が出てい

ましたけれども、自治体の職員の方が読んで啓発されるとか、触発されるとか、読みがい

のある報告書をつくっていただくのが一番いいのではないかという気がしております。私

もこういうたぐいの委員会に幾つも参加させていただいたのですが、どうも最後の報告書

が、中で検討されていることが意外と楽しいわりには、硬くてつまらないものになりがち

だということが多々あったのではないかと思っております。この辺のところをぜひ工夫し

ていただき、成果をプレス発表などしたら、非常に多くの方がこれからの日本、国土をど

うしようかとか、日本を活力ある社会としてつくるためにどうしようかということを心配

している中で、検討材料として豊富なものを出していただいたらよろしいのではないかと

思っております。ぜひよろしくお願いいたします。 

【秋草部会長】  ありがとうございます。 

 横張委員、お願いします。 

【横張委員】  緑とか環境を専門にしている者として、先ほどのクリスティーヌ委員の

ご発言をフォローさせていただきたいんですけれども、「グリーンカラー・ワーカーズ」と

いう話がございましたけれども、先ほどの資料のご説明の中で、やや地域の資源を発掘し

て、それを生かしていうという視点が弱いのかなというふうに、資料を拝見して、あるい

はお話を伺いながら感じた次第です。 

 例えば先ほど環境ビジネスというお話もございましたけれども、ドイツのルール工業地

帯に行きますと、ご承知かと思いますけれども「エムシャーバーク･プロジェクト」という

大変大きなプロジェクトを立ち上げて、もともと公害が非常に大きな問題だったところに

対して、それを環境ビジネスとして発掘していくといったプロジェクトを立ち上げたり、

あるいは、私の知人でオランダの大学の者がいるんですけれども、水関係の技術、これを

武器にいたしまして、中国にこれを輸出していくといったのを大学と企業が一緒になって

取り組んでいて、今、上海の近くの大きな人工島で完全にエコなまちをつくるというのを

大学が総ぐるみで取り組んでいるといったところがございますけれども、こういったロー

カルな問題とか、あるいは資源に根差しながらも、それをグローバルに展開していくとい

ったような視点がもう少しあってもいいのではないかと。確かに製造業の技術も地域資源

の１つなんだと言えばそうかもしれませんけれども、それだけではなくて、もともと日本
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の各地において自然資源をうまく使ったり、あるいは自然のさまざまな脅威と闘ってきた

というそのノウハウをグローバルに展開していくといったような視点もぜひ盛り込んでい

くべきなのではないかと思っています。 

 折しもご承知のとおり日本食ブームということもありまして、昨日もテレビを見ていま

したら、近江牛をドバイに持っていくという業者のニュースをやっておりましたけれども、

この話も、私、たまたま近江八幡とつき合いがございまして、以前からそうするんだとい

う話を聞いていたのだけれども、とうとうそれが現実になったということのようなんです

が、こうしたことも含めて、ぜひ地域に賦存している資源を広く発掘し、生かしていくと

いう視点も加えていただけたらと思います。 

 以上です。 

【秋草部会長】  ありがとうございました。 

 大変皆さんから貴重なご意見をいただきました。 

 ほかに。全員発言されたので、よろしいですね。 

 特にないようでございますので、時間もありますので、ここで委員の皆様方に当部会と

しての本議案に対する異議の有無を確認したいと思います。 

 「広域自立・成長政策委員会の設置等について」、事務局の案のとおりとすることでよろ

しゅうございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【秋草部会長】  よろしゅうございますか。いろいろ貴重な意見をいただきましたこと

は、後ほど反映させていただきたいと思います。 

 では、ご異議ないようでございますので、事務局案のとおり当部会に委員会を設置する

ことに決定したいと思います。 

 それでは、事務局から必要な手続について説明をお願いします。 

【是澤大都市圏制度企画室長】  かしこまりました。 

 ただいまお認めいただきました委員会の委員会に所属する委員、特別委員及び専門委員

につきましては、政策部会、首都圏整備部会、近畿圏整備部会及び中部圏整備部会の４部

会長の調整の上ご指名いただくこととなります。また、委員長につきましても、４部会長

の調整の上決定されるところでございます。 

【秋草部会長】  ありがとうございます。 

 専門委員会の委員構成等につきましては、今のお話のとおり４部会長で調整の上、追っ
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て指名させていただきたいと思います。 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 第２の議題であります「首都圏広域地方計画の策定状況について」、首都圏広域地方計画

推進室の林部推進室長から説明をお願いしたいと思います。 

【林部首都圏広域地方計画推進室長】  首都圏広域地方計画推進室長をしております林

部でございます。資料４－１に沿って首都圏広域地方計画の策定状況についてご報告申し

上げます。恐縮ですが、座って説明させていただきます。 

 右下にページが振ってございますので、ご参照いただきたいと思いますが、１ページは

ご案内のとおりでございますが、昨年７月に閣議決定された全国計画のポイントでござい

ます。右上に「新しい国土像」ということで「多様な広域ブロックが自立的に発展する国

土」「美しく、暮らしやすい国土」というものを掲げまして、これを実現するための戦略的

目標として、「東アジアとの円滑な交流・連携」「持続可能な地域の形成」「災害に強いしな

やかな国土の形成」「美しい国土の管理と継承」という４つの目標を示しまして、これを推

進するための横断的視点ということで、一番下ですが「『新たな公』を基軸とする地域づく

り」という考え方を導入してございます。 

 ２ページが、広域地方計画についての資料でございます。 

 右下に東北圏から九州圏、８つの広域ブロックが出てございますが、これらの広域ブロ

ックごとに自立的発展のための特色ある戦略を描くということでございますが、左下に書

いてございますように、足元、非常に厳しい状況にございますので、これをも踏まえてこ

れを乗り越える今後１０年の将来展望を描くこととしてございます。 

 また、右側にございますように、策定のプロセスにも大きな特徴がございまして、国と

地方の協働で策定するということでありまして、県知事、政令市長などで構成される「広

域地方計画協議会」というものを設置して、そこで中身を議論しているところでございま

す。 

 ３ページが、首都圏における策定の流れでございます。 

 １９年度からプレ協議会あるいは有識者懇談会を開催して検討を進めてまいりましたが、

昨年７月の全国計画の閣議決定を受けまして、８月に協議会を正式に設置しました。１０

月に第１回協議会を開催いたしまして、その後、市町村長との意見交換でありますとか有

識者懇談会を開催するなどして検討を重ねてきております。そして、今年度ですね、４月

に入って、法定の手続でございます市町村からの計画提案の募集を行ってございます。こ
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の受付期間がちょうど明日まででありまして、その後は市町村の提案をも踏まえまして協

議会で計画原案を取りまとめ、また、パブリック・コメントも行った上で８月ごろに大臣

決定をすると、こんなスケジュールを想定しているところでございます。 

 それから、４ページでございます。 

 これは、現在検討中の「首都圏広域地方計画」の概要でございます。 

 まず、計画区域は、北関東３県、南関東１都３県に山梨県を加えますと１都７県でござ

いまして、面積は全国土の１割ですが、人口４,２００万人は全国の３割、ＧＤＰ１９４兆

円は全国の４割を占めてございます。 

 協議会のメンバーは、１都７県の知事さん、それから４政令市長さんのほか、隣接する

４県の知事、さらには市長会、町村会、経済団体の代表と国の地方支分部局の長、合計３

５名で構成されてございます。 

 キーコンセプトでございますが、これは他のブロックと比較したときの首都圏の特徴を

端的に示すコンセプトとして、計画の副題にしようかと考えているものでございますが、

「世界の経済・社会をリードする風格ある圏域づくり」ということでございます。グロー

バル化ですとか、アジア諸国に対等に対応して国際競争力を強化して、日本全体を牽引す

ることはもとよりですが、世界のリーディング圏域を目指すという考え方であります。 

 具体的には、５つの戦略目標をまず設定しまして、それを実現するために広域的に連携

して重点的に取り組むべき施策をパッケージにした２４のプロジェクトを設定してござい

ます。 

 目標の１番目が「日本全体を牽引する国際競争力の強化」ということでありまして、今

申しましたキーコンセプトに深くかかわる目標になってございます。対応するプロジェク

トが１番から３番でございまして、国際ビジネス拠点の強化ですとか、産業イノベーショ

ンの創出、ゲートウェイ機能の強化などでございます。 

 ２つ目の目標が「人口４,２００万人が暮らしやすく、美しい地域の実現」ということで

ありまして、これは首都圏の大都市部から中山間地域に至る各地の課題に対応しながら、

活力あふれる一体的首都圏を形成するための地域づくりに関する目標であります。プロジ

ェクトとしては、４番から８番までが対応してございます。 

 それから３つ目の目標が「安全・安心な生活が保障される災害に強い圏域」ということ

でありまして、プロジェクトでは９番から１１番が対応してございますが、地震ですとか

風水害といった災害対策に関連するものであります。 
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 ４番目が「良好な環境の保全・創出」という目標でございます。プロジェクトは１２番

から１８番が対応してございまして、ちょっと数が多くなってございますが、地球温暖化

対策ですとか、水、緑といった自然環境の保全・創出にかかわるものでございます。 

 ５番目の目標が「多様な主体の交流・連携がより活発な圏域の実現」ということであり

まして、プロジェクトとしては１９番から２１番が対応してございます。観光交流ですと

か二地域居住、あるいは多文化共生といったことがその内容でございます。 

 なお、プロジェクトの２３番以降は、これは首都圏の区域を越えて隣接圏にまたがりま

す３つの地域において、目標につきましても、これは複数の目標にまたがっているような

プロジェクトとして設定したものでございます。 

 以下、２４のプロジェクトのポンチ絵がございますが、ざっとごらんいただきたいと思

います。 

 ５ページが「国際ビジネス拠点強化プロジェクト」でございます。これは世界有数の国

際ビジネス拠点として機能し、また、世界に向けて情報発信していくという観点で、国際

ビジネスの業務基盤の強化、外国人のための生活環境整備、風格あるたたずまいの形成と

いうことを推進するという「世界都市東京」のコンセプトにつながるものでございます。 

 具体的な取り組みとして、国際ビジネスの業務基盤の強化としては、丸の内地区などで

の高機能オフィスの供給ですとか情報インフラの再構築、また東京湾臨海部での国際コン

ベンションの誘致などを挙げてございます。 

 それから外国人のための生活環境整備としては、多言語によるサービスが受けられる各

種施設の整備ですとか、各地の観光資源を生かしたアフターコンベンション機能の充実な

ど、それから右側ですが、風格あるたたずまいの形成として東京駅周辺とか東京スカイツ

リー周辺の整備などに取り組むこととしてございます。 

 ２番目が「産業イノベーション創出プロジェクト」、５ページでございますが、こちらは

首都圏の各地に存する産業あるいは先端技術の我が国トップクラスの集積の活用、また、

これを支援する基盤の構築によって、ものづくり産業やエネルギー・環境分野などでの新

事業を展開するというものでございます。 

 産業クラスターの育成によるものづくり産業の新事業の展開として、ここに５つの産業

クラスターを設定してございますが、それぞれの高付加価値製品への新事業の方向性を示

してございます。また、先端技術の集積を生かした新事業の展開といたしましては、エネ

ルギー・環境分野をはじめ、ご議論がございましたけれども、資源、医療、水などの分野
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での国内外での新たなビジネスの展開ですとか、情報ベンチャーの育成などによる新たな

ＩＣＴサービスの展開といったことを示してございます。 

 右側のイノベーションを支える基盤の構築としては、イノベーションを生み出すもとに

なる産学官のネットワーク形成の支援ですとか資金融通、それから下のほうですが、世界

トップレベルの研究開発拠点の機能強化などに取り組む、としてございます。 

 ３番目が「太平洋・日本海ゲートウェイプロジェクト」でございます。これもご議論に

もございましたけれども、コンテナターミナルの整備ですとか、空港容量の拡大といった

ゲートウェイの基盤の強化と、また、アクセスですね、陸上交通網の整備を総合的に進め、

国際ゲートウェイ機能の強化を図るというものでございます。 

 太平洋側の港湾につきまして、スーパー中枢港湾であります京浜港の整備による機能強

化や、あと一体的運用による手続簡素化などに取り組む。また、空港につきましては、成

田・羽田両空港の容量拡大と、国際定期便の就航、あるいは両空港の一体的活用推進、運

航効率の改善などによって首都圏の国際航空機能の最大化に取り組む。なお、東アジアの

発展ポテンシャルを首都圏としても取り組むという観点からの新潟港などの活用促進を進

めたり、右側の港湾・空港アクセスとしては、ゲートウェイと後背圏を連絡する国際物流

基幹ネットワークの構築ですとか、下に出ておりますが、鉄道の整備による空港へのアク

セス、それから成田・羽田両空港間アクセスの改善などに取り組むとしてございます。 

 ４番目以降が地域づくりのプロジェクトでございます。 

 「ｗｅｂ構造プロジェクト」とありますが、地域間の連携・交流を強化し、活力あふれ

る首都圏の一体的発展を図るという観点で、まず拠点地域における機能向上を図りながら、

環状道路などの拠点地域間のネットワーク、それから鉄道などによる東京中心部への通勤

環境の改善、さらには高度情報通信網の整備、これらを推進することにより、比喩的な言

い方でございますが「ｗｅｂ構造の首都圏を構築する」というものであります。 

 ５番目が「少子高齢化に適合したすべての人にやさしい地域づくりプロジェクト」、９ペ

ージでございます。これは首都圏でも確実に進展します少子高齢化に伴うさまざまな課題

に対応するために、下の「具体的取組内容」にございますように「子育て支援と児童の安

全・安心の確保」、あるいは「高齢者等が安心して暮らせる地域づくり」「ニュータウン等

の再生」「安全・安心な医療体制の構築」といった事柄に取り組んでいこうとするプロジェ

クトでございます。 

 ６番目が「利根川・荒川おいしい水プロジェクト」でございますが、水資源の確保、河
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川の水質改善、それから浄水処理の最適化など、総合的な水資源の管理に広域的に取り組

むものでございます。 

 ７番が「街道・歴史まちづくりプロジェクト」でございます。これは美しい景観形成で

すとか、観光地としての魅力向上を目的に、街道やその周辺に存する地域資源を保存・活

用した歴史まちづくりなどに連携して取り組むものでございます。 

 ８番が、農業、林業、水産業、それぞれの強化を図りながら農山漁村の活性化を進める

ために、担い手となる人材を確保・育成し、また、多様な主体の参画も得ながら、地元特

産品ですとか伝統文化といった地域力を生かしたむらづくりを進めるというプロジェクト

でございます。 

 ９番目、１３ページでございますが、以下、災害対策になります。 

 「大規模地震災害対策プロジェクト」ですが、これは首都直下地震などに対して首都中

枢機能の維持・確保ということと被害軽減のために、広域的な連携体制の確立ですとか、

さまざまな都市基盤の耐震化、各種の緊急輸送ネットワークの確保、それから密集市街地

の解消といった火災対策、津波対策などに取り組むプロジェクトでございます。 

 １０番は、これはいわゆるゲリラ豪雨などの風水害被害を軽減するために河川・海岸の

整備ですとか、治山・砂防、それから避難対策の強化などに流域全体で取り組むというプ

ロジェクトでございます。 

 １１番は、首都圏には活火山も多うございますので、火山噴火災害対策のプロジェクト

を立ててございます。 

 １２番でございますが、以降は環境関連のプロジェクトでございます。 

 「地球温暖化対策プロジェクト」ですが、「具体的取組内容」のところにありますように、

集約型都市構造への転換ですとか、太陽光といった新エネルギーの供給推進などの低炭素

型の地域づくり、それから交通、物流関連の対策、右側にありますが住宅・建築物関連の

対策、吸収源対策といったことに先導的に取り組んでいこうというプロジェクトでござい

ます。 

 それから、１３番が、森林・農地が有する多面的機能を維持するために、多様な主体の

参画も得ながら森林・農地の整備・保全あるいは鳥獣被害防止対策に取り組んでいくプロ

ジェクトでございます。 

 １４番が「南関東水と緑のネットワーク形成プロジェクト」でございます。これは、さ

まざまな水辺空間や緑地空間の保全・創出に各地がきめ細かく取り組むことによって水と



 -25-

緑のネットワークの形成を進めるという取り組みでございます。 

 １９ページの１５番は東京湾、それから１６番は霞ヶ浦でございますが、それぞれの水

環境改善のために汚濁負荷の削減をはじめとする流域での総合的な取り組みを進めるプロ

ジェクトでございます。 

 １７番の「循環型社会形成推進プロジェクト」でございます。環境負荷の軽減と資源の

節約を図るという観点で３Ｒ、すなわち発生抑制、再使用、再生利用の取り組み、あるい

は産業廃棄物の広域的な適正処理を推進するというプロジェクトでございます。 

 １８番でございます。これは南関東で二酸化窒素の環境基準未達成地域がなおございま

すということで、南関東における大気汚染対策のプロジェクトを立ててございます。 

 １９番以降が交流・連携の関連でございます。 

 「広域観光交流推進プロジェクト」でございますが、これは首都圏の各地に存します歴

史的文化遺産、あるいは豊かな自然環境をテーマにした広域観光モデルルートの開発、プ

ロモーションの実施、それから広域的な移動の高速化・円滑化のための交通体系の整備な

どを、ここに広域観光圏を挙げてございますが、こういった枠組みも生かしながら推進し

ていこうというプロジェクトでございます。 

 ２０番は、首都圏住民の多様なライフスタイルの実現と農山漁村の活性化を図るという

観点で、交流拠点の整備や空き家の活用などによって都市と農山漁村の地域間交流や二地

域居住を推進するプロジェクトでございます。 

 ２１番、「北関東多文化共生地域づくりプロジェクト」でございますが、これは外国人居

住者が地域社会で自立・共生できるような環境整備に取り組むプロジェクトでございます。 

 最後、２５ページの３つは、首都圏を越えた施策横断的な地域連携の実現ということで、

２２番は富士箱根伊豆地域における観光ですとか、防災ですとか、環境などに取り組むプ

ロジェクトでございます。 

 ２３番は、昨年新たに誕生した尾瀬国立公園の地域における環境保全とエコツーリズム

などによる地域振興に取り組むプロジェクトでございます。 

 ２４番は、ＦＩＴ地域、すなわち福島・茨城・栃木３県の県際地域においてＦＩＴブラ

ンドの創出と育成や、観光あるいは安全・安心の創出などに取り組むというプロジェクト

でございます。 

 資料４－１は以上でございます。資料４－２と４－３は、これまでに検討した結果を現

時点で整理したものでございまして、４－２が中間整理というものでございます。４－３
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が、今、概要をざっとごらんいただきましたプロジェクトについて、この段階では骨子と

いう形で整理をしてございますが、これはやがて中間整理の中に今後書き込んでいくと、

そういう性格のものでございます。 

 私からのご報告は以上でございます。 

【秋草部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの報告に関しまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お

願いいたします。非常に盛りだくさんなので。どうぞ、西原委員。 

【西原委員】  特に生活者視点的な観点でいくと、やっぱり「少子高齢化に適合した」

というここのプロジェクトのところ、ここがかなりハードのところ、もちろんソフトも入

っているんですけれども、他省庁の政策との整合性を含めて、ここはかなりやっぱり充実

した形で進めていかないと、やはり先ほど申し上げた生活者という形での受けとめ方とし

て説得力あるあれになっていかないのではないかという感じがしております。 

 今後の検討の中でぜひお願いしたいのは、例えば一例として挙げれば、子育て支援とい

う話になりますと、これはもうさまざまに、ここで言えば、もう２０も３０もさまざまな

課題があるわけで、そういったところをどういった形で整合性をとりながらハードとソフ

トのところでここの部分で特に強調するのはどうかと。国土交通省としての例えばこの中

での役割はどうなんだといったところを少し浮き立たせるようなやり方で整理する必要が

あるかなと。 

 ちょっと思いついたところでいきますと、例えば公的賃貸住宅の関係なんですけれども、

これは子育て、あるいは高齢者、そうなってきますと、これはかなり世帯構成がご承知の

とおり世帯構造が、もういわゆる単身高齢者であるとか、従来とはかなり世帯自体の流れ

が変わってきていまして、そうなると、従来的な一律的な基準で整備を進めるのはなかな

か実態と合わなくなってくる。それと、例えば介護の問題、あるいは医療の問題等々とど

う連携するのかとか、そういった政策の総合化みたいなところでいろいろな知恵を入れて

いかないと、なかなかだめではないかという感じがします。 

 もう一つは、これは要望なんですけれども、表現の中でもちろん障害者の話が出ていま

すが、障害者の部分はもうちょっとこれは強化してもいいのではないかという感じがして

おります。これはユニバーサルデザインのところにももちろん大きくかかわってくるとこ

ろなんですけれども、そのことも含めて、ちょっと障害者の部分はもうちょっとこれは強

化して検討がされるべきではないかという感じがしております。 



 -27-

 それと、交通政策の関係で、これはちょっと後で中間整理のところでもちょっと触れて

いたと思うんですけれども、特にここでぜひお願いしたいのは、パーク・アンド・ライド

を含めて交通需要管理施策といいますか、そういった形と、広域の中でどういった形でコ

ントロールしていくのか。ＩＴＳの活用を含めてですね。その辺をちょっと総合的に出す

ような検討をお願いしたいと思います。 

 それと、駐車場とか、駐輪場とか、例えば荷さばき場とか、現実、やっぱりさまざまな

課題になっている部分のところがもうちょっと強化されてもいいのではないか。その中で

やっぱりトータルとしての交通流、これは結果としては環境問題にもかかわってくる部分

なので、そういった視点もちょっと強化していただければということを、ちょっと要望も

含めて何点か気づいたところを申し上げました。 

【秋草部会長】  ありがとうございます。 

 特によろしいですか。 

【林部首都圏広域地方計画推進室長】  ご指摘、ありがとうございます。 

 ９ページのところのプロジェクトにつきましては、住宅だけではなくて、介護、医療と

いった他の施策との整合性といいますか、「政策の総合化」という観点が大事だというよう

なご指摘、そのとおりかと思いますので、これからさらに実施段階も含めてそういった点、

重視しながら進めていきたいと思います。 

 それから、「障害者」という言葉がちょっと明示されていないのですが、障害者対策、重

要だと思っておりますので、また工夫していきたいと思います。 

 それから交通の関連では、パーク・アンド・ライドですとかＴＤＭのような取り組み、

あるいは駐輪場とかの整備のご指摘がございましたが、これは８ページの「ｗｅｂ構造」

の中とか、あるいは後ろのほうにあります地球温暖化対策とか、大気汚染とか、そういっ

たところで、あるいは観光地の渋滞という問題もあるのですが、そういったところで幾つ

かご指摘のようなことも念頭にはございますが、さらにわかりやすくなるように検討した

いと思います。 

【秋草部会長】  お願いします。 

【クリスティーヌ委員】  一番初めの「国際ビジネス拠点」というところで「外国人の

ための生活環境」で、情報インフラの再構築という話がありますが、インフラをどうとら

えるかということがとても重要だと思います。日本で仕事をしている外国の来られるビジ

ネスマンたちが一番よく私に言うことは、ホットスポットがなぜもっと日本にないのかと。
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日本人もおそらくインターネットをやっている方だったらば、ホットスポットがあれば便

利なのにときっと思われるところってあると思います。そういうところをもう少しこの中

に入れていただけるといいのではないかと。 

 それと、もう一つは、海外から来られると、外国だったらばレンタカーを借りて、そし

ていろいろなところに出かけていくということが習慣になっていますが、日本の場合は、

コストが高いということと、あと道路がもしかしたらばちょっと反対側を走るのが困難だ

ったりすることでちゅうちょしていることもあるかと思いますが、そういう点ではインタ

ーネットのナビをもっと英語がちゃんと表示されると使いやすいのではないかと思います。 

 日本の場合ですと、今、iPhoneを使っていますけれども、グーグルで日本の道路を検索

すると英語で出てこないのです。海外から来られる方々がもっと動きやすいような環境整

備をしていただけるといいのではないかと思います。 

 最後のページには外国人用のページというのがありますが、自治体が出しているものは

一方的なもので、自分たちが出したい情報は英語で出してくれるんですが、外国人が必要

とされている情報はなかなか出ていないというところに少しギャップがあって、そういう

点では川崎市だと非常に国際交流協会が熱心にいろいろなことをやってくださるものです

から、外国人に暮らしやすい環境が整備されているとは思いますが、、それでもまだまだ、

看板にしても、高速道路でも、ＪＲでも、英語になっていないところが非常に多いと思い

ます。何か一つの国の統一ということでもっと国際化を図ってくれるといいのではないか

という感じがいたします。そうすると、もっとビジネスマンたちも日本に来やすいように

なるのではないかと思うのです。 

 

【秋草部会長】  ありがとうございました。 

 国際会議を開催するのに人気のある都市というのがありまして、アクセスがいいこと、

ホテル等が整備されているということ、ｗｅｂサイトとかそういうことも含めて観光関係

が整備されていること、それにインテリジェンス、大学があることなどがよく言われてい

ます。こういった観点から、日本の首都圏というのが国際会議を開催するのに人気のある

都市であるかどうか、外からの検証が結構必要かなという気がしています。 

【林部首都圏広域地方計画推進室長】  それは、この５ページのプロジェクトのところ

にちょっと赤字で書いてあるのですが、国際コンベンション開催件数が２４位ということ

で、あまり人気がないという状況かと思うんですね。シンガポールとかに比べてそういう
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状況なので、今、最初にマリ先生もおっしゃったように、やっぱり外国人にとってわかり

やすいいろいろな環境整備が大事だということで、この左側の下にも多言語の情報提供施

設とか、多言語によるサービスが受けられる施設の整備、あるいはアフターコンベンショ

ン機能の充実といったようなこともまさにおっしゃるとおりで大事だと思って、そういう

つもりではおりますので、さらにその点、ちゃんと実が入るようにしていきたいと思いま

す。 

【秋草部会長】  ほかにございませんか。 

 内藤委員、お願いします。 

【内藤委員】  実はもういつも言っていることが同じで、２年前も同じことを言ったん

ですけれども、首都圏の広域計画ということで首都圏ということを意識しますと、ほかの

圏域と違って、都市政策・住宅政策では、郊外団地の再生ということですね。これは昭和

４０年代に東京圏と近畿圏もあるんですが、ともかく大規模団地をつくって時代の要請に

国策としてこたえたということで、今やそれが３０年、４０年たって、高齢化などがあり、

少子化があり、大変な状況になっているわけですが、国策として進めてきたプロジェクト

を三、四十年後にまた国がどういう形でか関与してまた立派なものに、新しい形での再生

がぜひ必要なので、こういう計画でもそういう位置づけをきちっとする、首都圏・近畿圏

における郊外部の大団地、４０年代につくられた団地がさま変わり、世代が変わってさま

変わりしている、そういったことについてのハード・ソフトの対策、これは日本だけでは

ないので、外国の例なども非常に参考にはなると思います。 

 かつては、「減築」なんて言葉は聞いたこともなかったんだけれども、減築ということで

規模を縮小しながら再生していく。３棟並んでいたら、その真ん中はもう撤去してしまう

とか、５階建ては３階建てにするとか、長い建物は真ん中を通路にするとか、そんなこと

が「減築」ということだそうですけれども、そんなことを含めて新しい住み方を考えた再

生ですね、そんなことがぜひ必要。そうなると、どうも採算性が合わないということにな

るので、そこで国策としてどういう格好で国が関与するかということになると思うんです

が、いずれにしましても、昭和４０年代大規模団地の再生というか、それは首都圏・近畿

圏においては非常に大きな問題だと思っています。 

 それからもう一つ、富士山についてです。これを国土計画で位置づけしたことはかつて

なかったと思うんですけれども、最近、こういう形で、富士山地域の観光開発とか、世界

遺産の話だとか、そんなことなんですが、外国からお客さんが来たときに、東京を見て、
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京都を見て、まああと富士山はぜひ見たいというお客さんが多いと同時に、賓客というか、

国賓のような方も、大体富士山を見たがるようですね。 

 だから、私個人としては、国の迎賓館が東京と京都の次は富士山ろくのどこか、山梨、

神奈川、静岡、どこでもいいですけれども、そういう話ですね、そういう第３番目の迎賓

館ができるようにすれば富士山ろくかなと思ったりしています。それは利用頻度を考えま

すと、防災拠点とあわせた形で迎賓館をつくってもいいんですが、そんなことを個人とし

ては考えておりますが、いずれにしましても、富士山というものを、観光もあるでしょう

が、自然保護、あと防災、迎賓機能を含めた形でいろいろと取り上げていただきたいもの

だと。幾つか出ていましたけれども、これもかつてなかったことではないかと思うので、

その辺のところはぜひ強調してほしいと思います。 

 以上です。 

【秋草部会長】  ありがとうございました。 

 ほかに。どうぞ。 

【クリスティーヌ委員】  時間がないので、もう一つお願いしたいのは、今、ほんとう

にたくさんのビルが建ち始めて、そして、間に小さな建物がたくさんあります。個人で持

たれているものでほんとうに狭い面積のものまでビルになってしまうと、「鉛筆ビル」とか

といろいろ言われていますが、景観というのがほんとうに美しくないので、それをどうす

るか。 

 例えば大きなディベロップメントがあると、そこの小さな周りに全部そのディベロップ

メントができていて、そして真ん中にどうしても動いてくれなかった建物がそこにまだあ

るとかという、何でこんなまちづくりをしているのかしらと思われるところがあると思い

ますので、そういう小さな建物同士が一生懸命頑張って、私たちも、では努力しましょう

ということになったときに、固定資産税を１０年間優遇するなどの対策があってもいいの

ではないでしょうか。 

先ほど部会長から言われましたように海外では土地を全部提供してくれたりとかという、

それぐらいの思い切りが日本の中にもあってもいいのではないかと思います。特に首都圏

というのは大都市を抱えているものですから、むしろそういうところが美しくあれば、も

っと観光資源にもなり得るわけですから、それこそ固定資産税はとにかく死ぬまで払わな

くてもいいよと、ここを一緒にやれば、というふうな形で何か上手な、私は専門家ではな

いのでどのようにすればそういうところを再構築できるかわかりませんが、提供する側に
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とっても非常にメリットになるようなことによって市民にまた景観としてのメリットにな

るわけですから、これは税金でやっても構わないのではないかと思いますが、何かそうい

ういい仕組みを考えていただければいいのではないかと思います。 

【秋草部会長】  ありがとうございました。 

 大体、いただいた時間になりましたので、本件は報告事項でございますので、また意見

がございましたら、後でよろしくお願いします。 

 それでは、これをもちまして本日の国土審議会首都圏整備部会を終了させていただきま

す。長時間にわたって大変ご熱心にご審議、また、ご意見いただきましてありがとうござ

いました。 

 事務局から連絡事項があると思いますので、よろしくお願いします。 

【是澤大都市圏制度企画室長】  本日お配りしました資料につきましては、そのまま席

に置いていただければ、後ほど事務局から送付させていただきます。 

 以上でございます。本日はどうもありがとうございました。 

【秋草部会長】  どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


